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ジェイアイの海外旅行保険は

のサービス体制です！

ジェイアイのグローバル･ネットワークで安心の旅を!

現地情報に精通したスタ
ッフがトラブル時のサポ
ートから旅のご相談まで
お受けするほか、航空券
や宿泊の手配などもいた
します。（お客さまご負
担の費用が発生するケー
スがあります。）

ジェイアイの提携病院なら、キャッシュレ
ス（現金不要）で治療が受けられます。（保険
の対象となる治療に限ります。）

世界64の地域では、無料で直接Jiデスク東京に電話をかけられるダイレクトコー
ルもご用意しています。

世界各地にあるＪｉデスク
「Ｊｉ」のマークが目印です

重篤な病気やケガには、
Jiアシスタンスセンターがスピーディーに対応。

困ったときにはJiデスク東京24時間
サービスセンターにコレクトコールを。

提携病院にてJiデスクと連携し､急病の際の緊急搬送の手配などを迅速に行います。

★その他にもジェイアイでは、さまざまなサービスをご用意しております。（詳しくは「海外安心サービスガイドブック」をご覧ください。）

世界55都市56カ所のJiデスク・
Jiラウンジで、日本語で対応します。

世界270カ所以上の提携病院で、
キャッシュレスで治療が受けられます。

ヨーロッパ･アフリカ地区

16カ所
アジア･オセアニア･ミクロネシア地区

25カ所

アメリカ･中南米･ハワイ･カナダ地区

15カ所

Jiデスク・Jiラウンジ拠点数（2003年1月現在）

充実 便利 安心
世界主要都市を結ぶJiデスクの海外ネットワークが充実！

Jiデスクでは、トラブル・トラベルの両方をサポートするので便利！
ジェイアイの提携病院では、少額からでもキャッシュレスなので安心！

海外での思わぬアクシデント! こんなとき､ ジェイアイの海外旅行保険

ジェイアイは、世界最大手の旅行会社ＪＴＢと世界有数の保険機構ＡＩＧとが共同出資してできた保険会社。
旅行会社プラス保険会社ならではのお客さま第一主義に徹したサービスと、世界に広がるネットワークで安心をサポートします。

入院した ! 
家族も現地に急行 !

CASE   1

※こんなときの保険金はお支払いできません！●故意、犯罪行為、闘争行為等●旅行開始前の既往症や持病による治療費●他覚症状のないむちうち症・腰痛●妊娠・出産等、歯科疾病●紛失、置き忘れの生活
用動産損害●現金・クレジットカード等、コンタクトレンズ、ウインドサーフィン等の用具の生活用動産損害　…など（詳しくは裏面の「ご契約いただく海外旅行傷害保険の概要」をご参照ください。）

海外留学生活をサポートする補償が充実！
一般の海外旅行保険（携行品損害担保特約・賠償責任危険担保特約）では、留学生が現地でアパート等を借りて生活
する場合、以下のような事例は補償の対象となりません。ジェイアイなら、海外に長期滞在する場合に特有のこれら
のリスクを補償いたします。

●住居内に保管する家財や身のまわり品が盗難にあったり、こわしてしまったとき
●失火により住居に損害を与え家主から損害賠償を請求されたとき、など

治療･救援費用
ケガや病気で医師の
治療・手術を受けら
れたとき
継続して3日以上入
院した際にご家族の
方に現地に来てもら
うとき

盗まれた!CASE   2

生活用動産
（長期用）
滞在中のアパートや
ホテルで盗難・火災
などにより家財・携
行品に損害があった
とき

こわした!CASE   3

賠償責任
（長期用）
誤ってお店の商品を
こわしてしまったり、
滞在中の部屋を水浸
しにしてしまうなど
して法律上の損害賠
償責任を負ったとき

突然
帰国の必要が!CASE   4

緊急一時帰国費用
日本にいるご家族の
身に不幸があったた
め、急に帰国するこ
とになったとき

まさかの
死亡事故!CASE   5

死亡
（傷害、疾病）
留学中に発生した事
故や発病した疾病に
より死亡されたとき



傷害死亡・後遺障害

疾 病 死 亡

治療・救援費用

賠償責任（長期用）

生活用動産（長期用）

緊急一時帰国費用

ご契約タイプ

3 カ 月 間

4カ月間まで

5カ月間まで

6カ月間まで

7カ月間まで

8カ月間まで

9カ月間まで

10カ月間まで

11カ月間まで

1 年 間 ま で

2 年 　 間

3 年 　 間

4 年 　 間

5 年 　 間

留学先

保
険
期
間
別
　
合
計
保
険
料

保
険
金
額
（
ご
契
約
金
額
）

120万円 150万円

54,720円 50,280円 43,760円 39,580円

71,400円 65,860円 57,730円 52,230円

89,890円 82,890円 72,800円 65,710円

108,020円 99,540円 87,500円 78,850円

125,490円 115,670円 101,810円 91,710円

143,890円 132,610円 116,810円 105,100円

161,590円 148,930円 131,270円 118,070円

179,160円 165,160円 145,660円 131,010円

196,730円 181,390円 160,070円 143,950円

215,780円 198,900円 175,560円 157,750円

431,590円 397,830円 351,150円 315,530円

647,370円 596,730円 526,700円 473,270円

863,170円 795,650円 702,290円 631,050円

1,078,950円 994,550円 877,850円 788,800円

7,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円

3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円

2,500万円 2,500万円 2,000万円 1,800万円

5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円

60万円 60万円 40万円 40万円

70万円 70万円 70万円 70万円

530円 660円 880円

2,350円 2,940円 3,920円

5,470円 6,840円 9,120円

9,890円 12,360円 16,480円

15,420円 19,280円 25,700円

ご契約タイプ一覧表 ご希望のご契約タイプを選び、申込書のご契約タイプ欄にご記入ください。

■ご注意 １. 上記ご契約タイプには、「海外旅行保険特約（死亡特別保険金割合100％）」「死亡特別保険金の支払に関する特約」「救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約」「救援者費用等追加担保特約」が
セットされております。賠償責任（長期用）・生活用動産（長期用）の免責金額（自己負担額）は0円です。

2.「留学継続費用特約」は、留学にかかわる費用を扶養者（父親等）が負担している場合にご利用いただけます。（留学費用負担者のいない場合にはお申込みできません。）
3. ご契約の際は裏面の「ご契約いただく海外旅行傷害保険の概要」をお読みください。

1 年 間

2 年 間

3 年 間

4 年 間

5 年 間

保
険
料

長期滞在にも対応した充実の補償内容

保険期間（保険のご契約期間）は、旅行出発日を含めて数えます。

海外留学生プラン

旅行変更費用特約

追加保険料をお支払いいただくことにより、オプション［特約］を
セットできます。

725 724 723 722
傷害死亡・後遺障害

疾 病 死 亡

治療・救援費用

賠償責任（長期用）

生活用動産（長期用）

緊急一時帰国費用

ご契約タイプ

3 カ 月 間

4カ月間まで

5カ月間まで

6カ月間まで

7カ月間まで

8カ月間まで

9カ月間まで

10カ月間まで

11カ月間まで

1 年 間 ま で

2 年 　 間

3 年 　 間

4 年 　 間

5 年 　 間

留学先 北米・オセアニア・中南米用

保険金額（ご契約金額）

保
険
期
間
別
　
合
計
保
険
料

51,180円 46,740円 40,220円 36,040円

67,070円 61,530円 53,400円 47,900円

84,870円 77,870円 67,780円 60,690円

102,300円 93,820円 81,780円 73,130円

119,090円 109,270円 95,410円 85,310円

136,800円 125,520円 109,720円 98,010円

153,810円 141,150円 123,490円 110,290円

170,690円 156,690円 137,190円 122,540円

187,570円 172,230円 150,910円 134,790円

205,940円 189,060円 165,720円 147,910円

411,900円 378,140円 331,460円 295,840円

617,830円 567,190円 497,160円 443,730円

823,780円 756,260円 662,900円 591,660円

1,029,720円 945,320円 828,620円 739,570円

7,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円

3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円

2,500万円 2,500万円 2,000万円 1,800万円

5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円

60万円 60万円 40万円 40万円

40万円 40万円 40万円 40万円

720 719 718 717

アジア用

200万円

留学生の扶養者が事故により死亡または重度障害となり、留学生が扶
養者によって扶養されなくなった場合に、保険金額に残りの予定留学
期間（端日数は日割）を乗じた額をお支払いします。

オプション［留学継続費用特約］

た と え ば
事由発生時、保険期間（留学予定期間）が残り2年180日の場合、保
険金額200万円のご契約なら、お支払いは以下のようになります。

＜保険金額200万円×2年＝400万円＞

＋

＜保険金額200万円×（180÷365）＝98.6万円＞

＝

498.6万円

58,270円 53,830円 47,310円 43,130円

75,730円 70,190円 62,060円 56,560円

94,910円 87,910円 77,820円 70,730円

113,730円 105,250円 93,210円 84,560円

131,890円 122,070円 108,210円 98,110円

150,980円 139,700円 123,900円 112,190円

169,370円 156,710円 139,050円 125,850円

187,630円 173,630円 154,130円 139,480円

205,880円 190,540円 169,220円 153,100円

225,630円 208,750円 185,410円 167,600円

451,280円 417,520円 370,840円 335,220円

676,910円 626,270円 556,240円 502,810円

902,550円 835,030円 741,670円 670,430円

1,128,180円 1,043,780円 927,080円 838,030円

7,000万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円

3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円

2,500万円 2,500万円 2,000万円 1,800万円

5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円

60万円 60万円 40万円 40万円

100万円 100万円 100万円 100万円

730 729 728 727

ヨーロッパ・アフリカ用

留学継続費用特約

おすすめ!

おすすめ!

おすすめ!

保
険
金
額
（
ご
契
約
金
額
）



たとえば、
①次のような原因により発病した病気
・戦争、革命などの事変
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・放射能汚染

②むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
③妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
④歯科疾病

疾病死亡

次のいずれかに該当した場合は、疾病死亡保険金額の全額を指定された方（死亡保険金受取人）にお支払いします。指定のない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
①海外渡航中に病気により死亡されたとき。
②｢海外渡航中に発病した病気｣または「海外渡航終了後72時間以内に発病した病気（その原因が海外渡航開始前または終了後に発生したものを除きます。）」により、海外渡航終了後その日を含め
て30日以内に死亡されたとき。（ただし、海外渡航終了後72時間以内に医師の治療を開始しその後もひき続き医師の治療を受けていたものに限ります。）
③海外渡航中に感染した伝染病（コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱をいいます。）により海外渡航終了後その日を含めて30日以内に死亡されたとき。

傷
害

海外渡航中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。（義手、義足の修
理を含みます。）

①「海外渡航中に発病した病気」または「海外渡航終了後72時間以内に発病した病気
（その原因が海外渡航開始前または終了後に発生したものを除きます。）」により、海外
渡航終了後72時間以内に医師の治療を開始されたとき。
②海外渡航中に感染した伝染病（コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マ
ラリア、回帰熱、黄熱をいいます。）により海外渡航終了後その日を含めて30日以内
に医師の治療を開始されたとき。

傷害治療費用

疾病治療費用

上記傷害死亡・後遺障害の「保険金をお支払いできない
主な場合」に同じ。

上記疾病死亡の「保険金をお支払いできない主な場合」
に同じ。

渡航開始前の既往症または持病による疾病治療費用
のお支払いはできません。

1回のケガ・病気につき、現実に支出し、当会社が妥当と認めた次の金額を傷害・疾病治療費用保険金額
の範囲内でお支払いします。（ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療
開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。）
①診療費・入院費関係（入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場合や医師の指示
によりホテルで静養したり治療を受けた場合のホテル客室料、病院への緊急移送費等の費用を含みま
す。）、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
②保険金請求のために必要な医師の診断書の費用。
③入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。た
だし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
④入院ののち、旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費（払戻しを受
けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その額を差し引きます。）
日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくて
もよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に
支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。

取扱代理店

●被保険者とは保険の対象になる方をいいます。

2003年1月改定

海外渡航中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡さ
れたとき。

死亡・後遺障害保険金額の全額を指定された方（死亡保険金受取人）にお支払いします。指定のない場
合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

たとえば、
①次のような原因により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・被保険者のけんか、自殺行為または犯罪行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・自動車などの酒酔運転、無資格運転

②むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの

既に死亡保険金をお支払いした場合で、その原因が被保険者への加害を目的とした第三
者の作為によるものであったとき。

ただし、被保険者が航空機に搭乗中、旅客定員200名以上の旅客船に乗船中、航空
機搭乗者に限り入場が許される飛行場内にいる間等のケガで死亡された場合は「死
亡特別保険金の支払に関する特約」により死亡特別保険金はお支払いできません。

既にお支払いした死亡保険金に死亡特別保険金割合を乗じた額をお支払いします。（死亡特別保険金割合
100％の場合はお支払いした死亡保険金と同額をお支払いします。）

①・海外渡航中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死
亡されたとき。
・海外渡航中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡されたとき。
・海外渡航中に発病した病気（海外渡航中に医師の治療を開始しその後もひき続き医
師の治療を受けていた場合に限ります。）が原因で海外渡航終了後その日を含めて
30日以内に死亡されたとき。

②海外渡航中の事故によるケガまたは海外渡航中に発病した病気（海外渡航中に医師の
治療を開始した場合に限ります｡）が原因で継続して3日以上入院されたとき。
③海外渡航中の事故により搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したと
き、被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助活動が必要なとき。

保険契約者、被保険者およびその親族が支出した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用保険
金額をもって保険期間（保険のご契約期間）中の支払いの限度とします。（保険金額300万円超の場合
「保険金をお支払いする場合」の④は300万円上限）
＜入院の場合で継続入院日数3～6日のとき＞
①捜索救助費用
②現地までの航空運賃等の往復運賃（救援者１名分）
③現地および現地までの行程におけるホテル客室料（救援者１名かつ14日分まで）
④諸雑費（救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で5万円まで）
＜上記以外のとき＞
①捜索救助費用
②現地までの航空運賃等の往復運賃（救援者3名まで）
③現地および現地までの行程におけるホテル客室料（救援者3名かつ1名につき14日分まで）
④現地からの移送費用
⑤遺体の処理費用（100万円まで）
⑥諸雑費（救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費等合計で20万円まで）

たとえば、
①次のような原因により生じた事故
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・被保険者のけんかまたは犯罪行為
・自殺行為（死亡されたときを除きます。）
・戦争、革命などの事変

②原因のいかんを問わず、むちうち症または腰痛で他覚
症状のないもの

④海外渡航中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。

賠償責任
（長期契約用）

救援者費用
救援者費用

一部変更特約付帯

１回の事故につき、賠償責任（長期用）保険金額を限度として、損害賠償金をお支払いします。また、
争訟費用などは、別枠でお支払いします。

賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。

たとえば、
①次のような原因により生じた賠償損害
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、革命などの事変
・被保険者の職業（アルバイトを含みます。）上の行為
・受託物に対する損害賠償
・自動車、船、飛行機、銃器（空気銃を除きます。）の
所有、使用、管理に起因する事故
・汚染物質の排出、流出

②被保険者の親族に対する損害賠償

海外渡航中に、被保険者ご本人が
①投宿中のホテルに損害を与えたり、火災、爆発、漏水によって借家を損壊して、法律
上の賠償責任を問われたとき。
②その他、日常生活に起因して他人にケガをさせたり、他人のもの（賃貸業者から直接
借り入れた旅行用品・生活用動産を含みます。）をこわしたりして法律上の賠償責任を
問われたとき。

生活用動産
（長期契約用）

家財・身の回り品１個（１点または１対）あたり20万円（乗車券、航空券等の場合は合計5万円）を限
度として時価額（同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗（減価）分を控除して
算出した金額）または修繕費をお支払いします。ただし、生活用動産（長期用）保険金額をもって同一
年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度とします。

旅券については、旅券の再取得または渡航書の取得に要した交通費、ホテル客室料、手数料、電信
料、写真代を、運転免許証については再発給手数料を損害額とします。（5万円まで）

たとえば、次のような原因により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・戦争、革命などの事変
・差し押え、没収
・瑕疵（かし）、自然の消耗、故障
・紛失、置き忘れ、詐欺・横領

海外現地の住宅・ホテル内にある被保険者ご本人所有の家財・身の回り品および通勤・
買物・旅行などの際に携行している被保険者ご本人所有の身の回り品が火災・盗難など
の偶然な事故によって損害を受けたとき。

現金・小切手・クレジットカード・コンタクトレンズ・各種書類等は対象になり
ません。また、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、
ハンググライダー、ウインドサーフィン、スキューバダイビング、サーフィン等
のスポーツの用具や、輸送中の物、クリーニング等のため業者に委託した物も対
象となりません。

たとえば、
①次のような原因により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
・海外渡航開始前に発病した病気

②左記「保険金をお支払いする場合」①・②の原因また
は③の理由が発生したとき以前に購入またはその予約
がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合

死亡特別

後遺障害

死亡

あらかじめ指定された被保険者（留学生）の扶養者が偶然な事故によって被ったケガに
より、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した、または重度後遺障害を被っ
たとき。
（重度後遺障害例）
・両目が失明した。
・咀（そ）しゃくまたは言語の機能を全く廃した。 など
・留学生とは勉学、研修および技術習得を目的として海外の学校に留学をする方を
いいます。
・学校とは、一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継
続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設をいいます。

扶養者の死亡、または重度後遺障害の状態となった時から予定留学終了時までの年数に、留学継続費用
保険金額を乗じた金額を一時にお支払いします。（１年未満の端日数があるときは日割によります。）

たとえば、
①扶養者の死亡・重度後遺障害が次のような原因により
生じたものである場合
・保険契約者、被保険者または扶養者の故意
・扶養者のけんか、自殺行為または犯罪行為
・戦争、革命などの事変
・放射能汚染
・扶養者による、自動車などの酒酔運転、無資格運転
②扶養者が死亡、または重度後遺障害の状態となった時
に被保険者が学校に在籍する学生・生徒でない場合
（ただし、入学の手続きを終えている場合を除きます。）
③扶養者が死亡、または重度後遺障害の状態となった時
に、扶養者が被保険者を扶養していない場合

留学継続費用
ご希望により
追加して
セットできる

オプション[特約]

救援者費用等
追加担保特約付帯

治療･救援費用

海外渡航期間中（一時帰国している期間を除きます。）に生じた次の理由により一時帰国
したとき。
①配偶者または2親等以内の親族の死亡
②配偶者または2親等以内の親族の危篤
③配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明

①～③のいずれかに該当した日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、
帰国後30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。

保険契約者または被保険者が支出した当会社が妥当と認めた次の費用を、１回の帰国につき緊急一時帰
国費用保険金額を限度としてお支払いします。
①往復の航空運賃等の交通費
②ホテル等客室料および諸雑費（合計して20万円まで）
・一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテル等の宿泊料（14日分まで）
・諸雑費（通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等）
同一の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお
支払いの対象となりません。ただし、同一の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の
一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
保険契約者または被保険者が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合は、その額を差し引
いた額をお支払いします。

緊急一時帰国
費用

ご契約いただく海外旅行傷害保険の概要

海外渡航中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたときに、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3％～100％をお支払いし
ます。

死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、支払保険金の総額は死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間（保険のご契約期間）中の支払いの限度とします。

注

注

注

注

注

注2

注1

注

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合

注

傷害治療費用、疾病治療費用または救援者費用のいずれかが支払われる場合には、これらの保険金の支払に代えて、支払われるべき金額の合計額を治療・救援費用保険金としてお支払いします。お支払いする保険金は、１回のケガ、病気、事故につき治
療・救援費用保険金額を限度とします。

注

J104-470-943035(J-418)12-02 30M(栄) 請求コード 943035 043-000505（J-web用）

［ ］

このパンフレットは海外旅行傷害保険の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、契約手続きその他この保険の詳細につきましては、弊社代理店または弊社へおたずねください。
弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務をおこなっております。したがいまして弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社
と直接契約されたものとなります。

①保険期間（保険のご契約期間）は海外旅行のために住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」にあわ
せて設定してください。（保険期間内であっても住居に帰着された時点で保険は終了します。）
②申込書に記載されていることに間違いがないか十分ご確認ください。（必要事項の記載がなかったり、記載内容が
事実と相違した場合は、保険金をお支払いできない場合がございます。）
③死亡保険金受取人を指定し、他人を被保険者とする場合は、必ず被保険者の同意が必要となります。
④すでに日本国外に滞在されている方、帰国の予定のない方、永住を目的に日本国外に居住される方はお引受けでき
ません。
⑤職業危険（例えば、外国でのダムやビルの建設、重電機の組み立て・修理）を伴う場合、あるいは旅行先でアイゼ
ン等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング等の危険なスポーツをする場合はお申し出ください。
（割増保険料が必要です。割増保険料をお支払いいただいていない場合には、保険金等を削減させていただく場合
またはお支払いできない場合がございます。また、職務内容やスポーツの内容によっては、お引受けできない場合

があります。）
⑥申込書の記載内容によっては、お引受けのできない場合やご希望どおりの内容でお引受けできない場合があります。
⑦保険期間の延長につきましてはお引受けできない場合があります。なお、保険期間が通算して31日を超える場合、
同内容での期間延長はできない場合があります。
⑧事故が起きた場合：保険の対象となる事故が発生したときは最寄りのＪｉデスク（事故処理サービスオフィス）ま
たは弊社・弊社代理店まで病気、ケガの状況その他損害の程度を30日以内にご通知ください。正当な理由がなく
ご通知のない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
⑨財産の状況の変化による保険金等の削減について：引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・返戻金等が凍
結、削減されることがあります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象で90％まで補償されること
があります。

お申込みにあたって（必ずお読みください）

注

〒102-0082 東京都千代田区一番町20-5 http://www.jihoken.co.jp
この保険に関するお問い合せは
右記取扱代理店または下記へ
お客様専用ダイヤル03─3237─2921 平日9：00～17：00（土日、祝日は休日とさせていただきます。）

引受保険会社


